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新
鋭
芸
術
家
の
作
品
を
ラ
イ
ブ
形

式
で
審
査
す
る
「
前
橋
ア
ー
ト
コ
ン

ペ
ラ
イ
ブ
２
０
０
６
」。
そ
の
審
査
員

三
人
を
迎
え
、
前
日
に
「
ア
ー
ト
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
題

し
た
講
演
会
と
座
談
会
を
行
い
ま
す
。

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
３
月
４
日
�
午
後
５
時
〜
７

時
　
会
場
＝
大
蓮
寺
（
千
代
田
町
三

丁
目
）

対
象
＝
一
般
、
先
着
百
人

内
容
＝
美
術
評
論
家
・
伊
東
順
二
さ

ん
、ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
・
サ
エ
キ
け
ん

ぞ
う
さ
ん
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
明
和

電
機
の
土
佐
信
道
さ
ん
に
よ
る
講
演

会
、
参
加
者
を
交
え
た
座
談
会
　
参

加
費
＝
五
百
円
　
申
し
込
み
＝
文
化

政
策
課
�
８
９
０
―
６
５
２
２
へ

全
国
公
募
し
た
新
鋭
芸
術
家
の
ア

ー
ト
作
品
の
中
か
ら
、
一
次
審
査
を

通
過
し
た
約
三
十
作
を
対
象
に
、
公

開
の
場
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
決
定
し
ま

す
。
制
作
者
が
自
作
を
持
ち
寄
り
、

審
査
員
三
人
が
審
査
。
審
査
員
と
出

品
者
た
ち
の
楽
し
い
ア
ー
ト
バ
ト
ル

が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
斬
新
な
現

代
ア
ー
ト
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
３
月
５
日
�
午
後
１
時
　
会

場
＝
国
際
交
流
広
場
（
中
央
通
り
ア

ー
ケ
ー
ド
内
）

○
…
問
い
合
わ
せ
は
文
化
政
策
課
�

８
９
０
―
６
５
２
２
へ
。

□
特
別
障
害
者
控
除

寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
を
介
護
し

て
い
て
、
確
定
申
告
で
特
別
障
害
者

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
に
認
定

書
を
発
行
し
ま
す
。

対
象
＝
六
十
五
歳
以
上
で
六
カ
月
以

上
寝
た
き
り
（
重
度
の
認
知
症
を
含

む
）
の
状
態
に
あ
る
人
の
介
助
者
　

申
し
込
み
＝
市
役
所
介
護
高
齢
福
祉

課
（
�
８
９
０
―
６
１
３
３
）、
大
胡

支
所
（
�
２
８
３
―
０
１
１
６
）、
宮

城
支
所
（
�
２
８
３
―
２
１
３
１
）、

粕
川
支
所
（
�
２
８
５
―
４
１
１
６
）

へ
直
接

□
介
護
保
険
料

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
８
へ
。

□
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）
入
所
時
の
利
用
料
と

居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
一
部
も
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
利
用
料
は
、
従
来
ど
お

り
医
療
費
控
除
の
対
象
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
７
へ
。

□
お
む
つ
代

お
む
つ
代
が
、
医
療
費
控
除
の
対

象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、
控
除
を
受
け
る
の
が

二
年
目
以
降
で
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
医
師
の
証
明
書
の
代

わ
り
に
市
が
交
付
す
る
確
認
書
で
控

除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
５
へ
。

毎
年
、
二
月
中
旬
か
ら
四
月
に
か

け
て
は
、
税
金
の
申
告
や
住
民
登
録

異
動
な
ど
の
諸
手
続
き
の
た
め
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
市
役
所
来
庁
が
と
て

も
多
く
な
り
ま
す
。
特
に
、
午
前
十

時
か
ら
午
後
三
時
ご
ろ
ま
で
は
駐
車

場
が
混
雑
し
、
周
辺
道
路
も
渋
滞
し

て
し
ま
う
状
況
で
す
。
市
役
所
駐
車

場
へ
入
る
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
時

間
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
公
共
交
通

機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

自
家
用
車
な
ど
で
来
庁
す
る
人
は
、

で
き
る
だ
け
混
雑
す
る
時
間
を
避
け

る
と
と
も
に
、
各
支
所
・
出
張
所
も

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
管
財
課
�
８
９

０
―
６
６
５
２
へ
。

５ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

市
政
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
、
平

成
二
十
年
度
か
ら
の
長
期
計
画
「
第

六
次
前
橋
市
総
合
計
画
」の
策
定
に
、

現
在
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
策
定
を

進
め
る
た
め
、「
い
き
い
き
前
橋
市
民

会
議
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
さ

ら
に
多
く
の
皆
さ
ん
が
参
画
で
き
る

よ
う
「
総
合
計
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

を
開
催
。
こ
れ
ら
の
参
加
者
を
募
集

し
ま
す
。

□
い
き
い
き
前
橋
市
民
会
議

市
政
の
分
野
ご
と
に
六
つ
の
部
会

を
設
け
ま
す
。
各
部
会
で
は
、
総
合

計
画
の
大
枠
を
取
り
ま
と
め
た
骨
格

案
を
検
討
。
今
後
、
本
市
が
進
め
る

施
策
の
方
向
性
や
、
重
点
的
に
取
り

組
む
べ
き
事
項
な
ど
に
つ
い
て
の
提

言
を
ま
と
め
ま
す
。
な
お
、
こ
の
会

議
は
月
二
回
行
い
、
委
員
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

期
間
＝
４
月
〜
８
月
　
対
象
＝
本
市

在
住
・
在
勤
・
在
学
の
十
八
歳
以
上
、

十
八
人
（
一
部
会
三
人
を
選
考
）

申
し
込
み
＝
２
月
28
日
�
ま
で
に
所

定
の
申
込
用
紙
に
記
入
し
市
役
所
政

策
課
「
い
き
い
き
前
橋
市
民
会
議
係
」

へ
郵
送
ま
た
は
直
接
。
募
集
要
項
と

申
込
用
紙
は
市
役
所
政
策
課
、
総
合

案
内
、
各
地
区
公
民
館
に
あ
り
、
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

□
総
合
計
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

各
界
の
関
係
団
体
か
ら
選
出
さ
れ

た
参
加
者
と
一
般
公
募
の
百
人
を
合

わ
せ
た「
い
き
い
き
五
〇
〇
人
会
議
」

で
す
。
高
木
市
長
が
総
合
計
画
骨
格

案
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う

ほ
か
、
雑
誌
「
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

の
コ
ラ
ム
な
ど
で
活
躍
す
る
日
本
政

策
投
資
銀
行
地
域
企
画
部
参
事
役
・

藻
谷
浩
介
さ
ん
が
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
講
演
。
ま
た
、
市
長
と
対
談
し

ま
す
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は

参
加
者
全
員
に
意
見
提
出
書
を
渡
し

ま
す
。
総
合
計
画
に
関
す
る
自
由
な

意
見
や
提
案
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
４
月
22
日
�
午
後
２
時
　
会

場
＝
総
合
福
祉
会
館
（
日
吉
町
二
丁

目
）

対
象
＝
一
般
、
先
着
百
人
　

申
し
込
み
＝
２
月
28
日
�
ま
で
に
所

定
の
申
込
用
紙
に
記
入
し
市
役
所
政

策
課「
総
合
計
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
係
」

へ
郵
送
ま
た
は
直
接

○
…
問
い
合
わ
せ
は
政
策
課
�
８
９

０
―
６
５
１
２
へ
。

次
に
該
当
す
る
人
で
、
ま
だ
児

童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
な
い
人

は
児
童
家
庭
課
へ
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

た
だ
し
、
母
や
養
育
者
が
他
の

公
的
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除

く
）
を
受
給
し
て
い
た
り
、
所
得

が
基
準
額
を
超
え
て
い
た
り
、
児

童
が
児
童
福
祉
施
設
へ
入
所
し
た

り
し
て
い
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
偽
り
な
ど
の
不
正
な
手
段

を
用
い
て
手
当
を
受
け
た
人
は
法

斎
場
と
ふ
じ
公
園
の
都
市
計
画
決

定
の
原
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

□
原
案
の
概
要

都
市
計
画
火
葬
場
一
号
前
橋
市
斎

場
の
決
定
、
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・

三
四
号
ふ
じ
公
園
の
変
更

□
閲
覧

日
時
＝
２
月
７
日
�
〜
21
日
�
の
執

務
時
間
内
　
場
所
＝
市
役
所
都
市
計

画
課

□
公
聴
会

こ
の
原
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、

公
述
人
と
し
て
公
聴
会
で
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
公

述
人
が
い
な
い
場
合
は
中
止
し
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日
時
＝
２
月
28
日
�
午
後
７
時
　
会

場
＝
天
川
大
島
町
原
町
自
治
会
館

�
公
述
申
出
書
の
提
出
　

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電

話
番
号
・
意
見
の
要
旨
（
四
百
字
以

内
）
を
書
い
た
市
長
あ
て
の
「
公
述

申
出
書
」を
、
二
月
二
十
一
日
�（
必

着
）
ま
で
に
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
公
述
人
の
選
定

公
述
希
望
者
に
同
じ
趣
旨
の
意
見

が
多
数
あ
る
と
き
な
ど
は
、
人
員
制

限
し
市
長
が
公
述
人
を
選
定
し
ま
す
。

�
公
聴
会
の
傍
聴
　

傍
聴
し
た
い
人
は
当
日
会
場
へ
直

接
。
入
場
は
先
着
順
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
都
市
計
画
課
�

８
９
０
―
６
９
４
８
へ
。

令
に
よ
っ
て
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

対
象
＝
次
の
�
〜
�
の
い
ず
れ
か
に

あ
て
は
ま
る
十
八
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
や
、

母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
な
ど
。
た
だ
し
、
平
成
10

年
３
月
31
日
以
前
に
支
給
要
件
に
該

当
し
て
い
た
人
は
請
求
権
が
あ
り
ま

せ
ん
。
�
父
母
が
婚
姻
（
内
縁
関
係

を
含
む
）
を
解
消
し
た
�
父
が
死
亡

し
た
�
父
が
重
度
の
障
害
（
国
民
年

金
の
障
害
等
級
一
級
程
度
）
�
父
の

生
死
が
不
明
�
父
か
ら
一
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
�
父
が
法
令
で
引
き

続
き
一
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
�

母
が
婚
姻
し
な
い
で
妊
娠
し
た
。

□
手
当
を
受
給
中
の
人

現
在
、
登
録
中
の
振
込
口
座
に
変

更
が
あ
っ
た
人
は
、
す
ぐ
に
児
童
家

庭
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
各
支
所

へ
口
座
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
が
済
む
ま
で
は
手
当
が

振
り
込
め
ま
せ
ん
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
児
童
家
庭
課
�

８
９
０
―
６
２
７
７
へ
。

32万市民が生き生き暮らせる市政づくりを

表彰式で入賞作品がずらり

審査員のコメントも楽しみ（昨年のアートコンペライブ）

アートコミュニティーフォーラム
アートコンペライブ2006

著
名
な
芸
術
家
と

気
軽
に
語
り
合
お
う

全
国
公
募
の
作
品

公
開
の
場
で
審
査
を

介
護
老
人
福
祉
施
設
利
用
料
や
介
護
保
険
料

医
療
費
控
除
な
ど
の
対
象
で
す

4
月
に
か
け
て
市
役
所
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す

公
共
交
通
機
関
利
用
し
来
庁
を

斎
場
と
ふ
じ
公
園
の
都
市
計
画
決
定

原
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
の
開
催

児
童
扶
養
手
当
の
受
給

早
め
に
手
続
き
し
ま
し
ょ
う

市
民
会
議
と
シ
ン
ポ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す


